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はじめに 

１ 経営強化プラン策定の背景 

 公立病院の経営については、これまで総務省が示した公立病院改革ガイドライン

（平成１９年度）及び新公立病院改革ガイドライン（平成２６年度）に基づき、当院

におきましても「八雲総合病院改革プラン（平成２１年３月）（計画期間平成２１年

度～平成２３年度）」、「八雲総合病院新改革プラン（平成２９年３月）（計画期間：平

成２９年度～令和２年度）」を策定し、「経営の効率化」、「再編・ネットワーク化の推

進」、「経営形態の見直し」等の視点から、経営改革に取り組んできたところでありま

す。 

 公立病院は、地域における基幹的な公的医療機関として、地域医療の確保のため重

要な役割を担っていますが、多くの公立病院においては、経営状況の悪化や医師不足

等、医療提供体制の維持が厳しい状況となっている中、令和２年に発生し、猛威を振

るった新型コロナウイルス感染症に対して、当院においても感染症治療の重点医療機

関として入院患者の受入れや発熱外来の対応、ワクチン接種などの対応を行ってまい

りました。 

このような中、総務省は令和４年３月に「持続可能な地域医療提供体制を確保する

ための公立病院経営強化ガイドライン」を新たに策定し、地域の中で各公立病院が担

うべき役割や機能を明確化・最適化したうえで病院間の連携強化を進め、持続可能な

病院として経営強化することを課題としました。当該ガイドラインにより「役割・機

能の最適化と連携の強化」、「医師・看護師等の確保と働き方改革」、「経営形態の見直

し」、「新興感染症の感染拡大に備えた平時からの取組」、「施設・設備の最適化」、「経

営の効率化等」を記載した「公立病院経営改革プラン」を策定するよう示されたとこ

ろであります。 

 当院においても、これらを踏まえ、新たに八雲総合病院経営強化プラン（以下「本
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プラン」という。）を策定するものであります。 

２ 八雲総合病院の現状と課題 

 八雲総合病院は、昭和３２年に町立八雲病院として開設以来、八雲町民、北渡島桧

山圏域はもとより、後志管内地域等の住民に対し、医療の安全と安心、健康保持、福

祉の増進・向上を図るため、質の高い医療を提供する公的医療機関として、救急告示

病院や災害拠点病院など地域センター病院としての機能と役割を担ってきたところ

であります。 

また、地域の皆さんから信頼され、満足される医療を提供することを病院理念とし

て、安定した経営基盤の構築、さらには公営企業として自立性を持った病院づくりに

積極的に取り組んでいるところであり、現在も、急性期医療を中心に、年間で入院延

べ約７万５千人、外来延べ約１３万８千人の患者が利用しています。 

当院は、昭和５６年に本館棟、昭和６２年に北棟、平成１５年に南棟が建設されま

したが、その後、本館棟については、旧耐震設計基準のため、耐震強度が脆弱で災害

拠点病院としての機能が危惧されていたことから、平成２５年度に、本館棟全面改築

工事に着手、平成２９年５月にグランドオープンしたところであります。 

地方の自治体病院を取り巻く環境は、少子高齢化、圏域の人口減少、医師・看護師

確保対策など依然として厳しい状況が続いております。 

当院の経営状況は、平成３０年度決算で、２，１００万円の資金不足が生じる厳し

い経営状況となり、資金不足解消のため、一般会計繰入れによる対応を図り、令和元

年度には資金不足が解消されたところであります。 

また、令和２年度からは新型コロナウイルス感染症治療の拠点病院に指定されたこ

とによる関連補助金の交付が受けられたことから、純利益が生じる決算結果となりま

したが、懸案事項である慢性的な医師確保は解消されず、診療体制維持のための出張

医師応援体制に伴う負担増や、医療圏人口の減少が加速する中での入院患者数の減少、

給与費、各種経費の増加などもあり、その結果、医業収支は悪化し、早急に経営健全
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化を図らなければなりません。 

このようなことを踏まえ、現行の経営内容を検証し、自治体病院として地域で担う

べき医療を安定的かつ継続的に提供していけるよう、医師及び看護師確保や必要な医

療機能の整備に努め、さらなる経営の改善と医療及び医療サービスの質の向上を図り、

地域センター病院として当院が有する機能を最大限に発揮し、地域住民の命と暮らし

を守り続けることができるよう、取り組んで参ります。 

 

 

３ 役割・機能の最適化と連携の強化 

（１）地域医療構想を踏まえた当院の役割 

当院は、北渡島檜山医療圏域の地域センター病院として、救急医療や比較的高度で

専門性の高い医療等地域に不足している医療を提供しています。また、医療圏唯一の

地域周産期母子医療センター、へき地医療拠点病院、災害拠点病院等、公的病院とし

ての役割を担っており、地域住民の生命と健康を守り、安心安全な幅広い医療を提供

し続けていくため、現在の医療体制を維持・継続していきます。 

 また、医師をはじめとする医療従事者不足による疲弊を防ぐため、近隣医療機関へ

の職員派遣を可能とするマンパワーの確保に努めます。 

地域センター病院である当院を中心として、調整会議や各町、医療機関を含めた区

域全体で、十分に協議を行ったうえで、将来の病床の必要量等を達成するための方策

など必要な協議を進めてまいります。 

 

（２）機能分化・連携強化 

 全国的な医師不足の影響により、地域医療を取り巻く環境が一層厳しさを増す中、

医師不足による収益の減少は病院経営に大きな影響を与えることになり、圏域全体で

の機能分化・連携強化の取り組みが求められております。 

圏域内において、当院は幅広い診療体制で救急医療を担うとともに、急性期医療を
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はじめ、回復期リハビリ病棟、地域包括ケア病棟、障害者施設等病棟の展開、在宅医

療の推進、更には圏域内で唯一、精神科病棟を有するなど、充実した医療を提供して

おります。 

今後は、八雲町のみならず長万部町、今金町、せたな町を含めた区域全体で、充分

に協議を行った上で、機能分化及び連携強化のための仕組みづくりを検討するととも

に、地域包括ケアシステムの整備を含めた医療連携の推進や、北渡島桧山圏域地域医

療構想調整会議等による検討など、複合的に検討してまいります。 

 

（３）地域包括ケアシステム構築に向けて 

 地域包括ケアシステム構築に向けた当院の役割は、圏域内の基幹病院として急性期

から回復期、在宅医療など幅広い診療体制で医療提供し、地域の皆様の健康を守り、

地域に貢献していくものであります。 

 当院の診療体制を維持し、福祉部門、保健部門等、関係機関との連携により、医療

機関として役割を果たすことで、地域包括ケアシステムの趣旨である「住み慣れた地

域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられることができるよう、住まい・医

療・介護・予防・生活支援が一体的に提供さえれる」ことの実現に向けて、一躍を担

っていくものであります。 

 

 

４ 病院事業への一般会計負担の考え方 

 病院事業は、公営企業である以上、経営に要する費用は、収入をもって充てる独立

採算を原則とすべきものでありますが、救急医療、小児救急医療、周産期医療、精神

医療等、採算性を求めることが困難な部門を担っており、今後も地域のセンター病院

としての役割を遂行していくためには、これらの部門の経費等について、引き続き繰

出し基準に基づき一般会計で負担するものとします。 
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ただし、独自基準に基づく繰入は、収支状況や内部留保資金の動向を踏まえた上で

考えるものとし、経営をめぐる厳しい状況から、地域医療確保のため経営の安定を図

ることを目的に、医療従事者奨学資金支援として基準外の繰入を引き続き行ってまい

ります。 

 

 

５．医師・看護師等の確保と働き方改革について 

（１）医師・看護師等の確保 

 地域の医療機関にとって、安心・安全な医療を安定的に提供していくうえで、医師

を始めとする医療従事者の確保は最重要課題であります。また、多くの病院では、医

師不足の影響から、時間外や休日にも診療業務を行う医師が多く、長時間労働が常態

化し、特に地域の医療機関においては医師確保が難しい実態にあります。 

 医師確保については、これまで同様に道内医育大学や関係機関への派遣要請を行う

とともに、民間医師派遣会社への依頼を継続し、常勤医師の確保に努めてまいります。 

看護師等についても慢性的な人材不足は解消されておらず、勤務環境改善を着実に

進めるとともに、資格取得、研修など積極的に取り組める体制を構築していきます。 

また、将来の看護職員等の育成確保を目的とした奨学金制度の充実を図り、近隣学

校、各養成所、大学などへのＰＲ活動を強め、更には各種実習生の受入を積極的に進

めるなど、将来の人材確保に努めていきます。 

 

（２）働き方改革 

 平成３１年に施行された「働き方改革関連法」に基づき令和６年４月から施行され

る「医師の働き方改革」において、診療に従事する勤務医に対し時間外労働の上限規

制が適用されることになっております。これは長年課題とされてきた医師の過重労働

に対する是正が求められているもので、現在、当院では原則「年間９６０時間」の上
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限を超えている状況ではありませんが、常勤医師の確保を進めるとともに医師事務作

業補助者の配置や「タスク・シフティング」「タスク・シェアリング」のほかＩＣＴ

の活用など医師の負担軽減を図っていきます。また、ＩＣカード等を活用した出退勤

管理システムの導入により適切な労働管理を行います。 

 

 

６ 経営形態の見直し 

現在、当院の経営形態は地方公営企業法の財務規定のみを適用する一部適用となっ

ております。 

公営企業法の全部適用について、これまでの改革プランや町議会特別委員会や総務

省経営アドバイザーなど意見を聞き、検討した経緯がありますが、適用により具体的

にどのような成果を上げることができるのか、結論付けるには至っていない状況にあ

ります。 

現状では、必ずしも十分とはいえませんが、経営アドバイザーの助言により民間的

経営手法を取り入れ、積極的に経営改善に取り組んでおります。今後、経営状況等を

見据えながら見直しの必要性について検討するものとします。 

 

 

７ 新興感染症に備えた平時からの取組 

 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）などの新興感染症は、発生時期、感染

力、病原性など、事前に予測することは不可能でありますが、新興感染症等の発生後、

速やかに対応できるようあらかじめ備えておくことが重要であります。 

 コロナ禍における当院のこれまで培った発熱外来対応や陽性患者の入院受入れ、検

査体制、クラスター対応などの経験を充分に活かすことができるよう、感染防護資材

の備蓄、感染対策室をはじめとする感染管理に係る人材の育成など、院内感染対策を
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継続的に取り組んでいきます。 

 また、当院は、第二種感染症指定医療機関の指定を受けており感染症病床４床を確

保しております。北海道で策定する新興感染症等の感染症危機に備えるため「感染症

予防計画」の下、病床の確保、発熱外来の確保、自宅療養者への経過観察など、「医

療措置協定」締結に向け積極的に関り、感染症指定医療機関として圏域内の中核的な

役割を果たすべく、感染対策マニュアル・ＢＣＰの必要な更新を行い感染対策に努め

ていきます。 

 

 

８ 施設・設備の最適化 

（１）施設・設備の適正管理と整備費の抑制 

平成 25年 10月に精神科病棟改築工事が完成し、その後、平成 25年度に全面改

築工事に着手した本館棟は、平成 29年 5月にグランドオープンしたところでありま

す。 

改築後間もないことから、当面は大きな改修工事は発生しないものと考えますが、

建物付帯設備、外構等、計画的な修繕・更新を行うため施設修繕計画を策定し、適切

な施設維持管理を実施します。 

また、医療機器については、安心安全な医療を継続的に提供するためには、必要不

可欠であり、医療機器購入検討委員会の判断の下、可能な限り整備費の抑制に努め、

また、高額な高度医療機器に関しては、更新時期を把握するとともに整備計画を作成

し、適正管理に務めます。 

 

（２）デジタル化への対応 

マイナンバーカードの健康保険証利用（オンライン資格確認）については、当院で

は令和 5年 4月より運用を開始しております。 
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また、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、テレワークやオンライ

ン会議等、対面を前提としない働き方が急速に進む中、ＷＥＢ会議・研修などＩＣＴ

を活用することで、医師の負担軽減を図るとともに、オンライン診療への対応、電子

問診システムや勤怠管理システムの導入、更にはキャッシュレス決済の拡大などを推

進します。 

 デジタル化に当たっては、近年、病院がサイバー攻撃の標的となり、電子カルテシ

ステムが使えなくなるなど、大きな影響が生じた事例が報告されています。これまで

も院内での職員に対するセキュリティ対策の周知徹底や、様々な制限・対策を講じて

きたところではありますが、引き続きセキュリティ対策に努めてまいります。 

 

 

９ 経営の効率化 

地域医療を取り巻く環境が一層厳しさを増す中にあって、地域住民が安心して医療

サービスを受けられるよう診療体制の整備を図り、収入の確保や経費の節減等により

収支の改善に努め、効率的な病院経営に努めるため数値目標を設定して経常黒字化を

目指します。 

職員一人ひとりが徹底した経営意識のもと、コスト管理型の経営を行うよう努めま

す。 

経営強化プランの数値目標の達成を図るために、次に掲げた事項について計画的に

取り組みます。 

（１）民間的経営手法の導入 

 部分的に民間委託できる業務については、積極的に検討していくとともに、病院

事業経営に精通した経営アドバイザーからの意見を積極的に経営に反映します。 

 

（２）経費削減・抑制対策  
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 令和４年度における人件費率は８６．５％となっており、常勤医師の確保に努め、

非常勤医師報酬の縮減と医業収益の増収により、職員給与費対医業収益比率の適正

化を推進し、職員給与費比率を７０％台に設定します。 

 令和４年度における材料費比率は１８．５％となっており、薬剤総数の削減やジ

ェネリック薬品の採用数の増加、診療材料の見直し等改善に努め、材料費比率を１

７％台に設定します。 

 

（３）収入増加・確保対策 

 現在の病棟機能（急性期一般、回復期リハビリ、地域包括ケア、障害者等施設、

精神）を維持し、適正な施設基準の取得などにより診療報酬収入を確保します。 

 診療報酬改定時には、医師・看護師等への各種説明会を開催するなど情報提供に

努め、担当職員のみならず幅広くスキルアップを図り、請求精度の向上、返戻・査

定減の防止に努めます。 

集患対策として、町内外の医療機関、介護施設等への営業活動を展開し、当院の

認知度向上、また、連携強化により受け入れ患者の増加を目指します。 

 

（４）その他 

 常に、病院全体で接遇を意識、継続、実践していくため、研修など積極的に取り

組みます。 

 ホームページの充実や町広報の活用、病院広報誌の発刊、町民講座の開催等によ

り、積極的にＰＲし、町内外への情報発信に努めます。 

 


